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よくある質問と回答
学校選択制の制度、希望調査票の記入・提出に関すること

学校選択制により兄や姉が通学区域外の学校に就学しており、その弟や妹が同じ学校を希望する場合、
優先扱いはありますか？

学校選択制希望調査票を提出した後、希望校の変更はできますか？

北区内で住所を変更（転居）した場合はどうなりますか？

北区外へ引っ越しする予定ですが、学校選択制希望調査票の提出は必要ですか？

私立・国立学校等への受験を考えている場合も、学校選択制希望調査票の提出は必要ですか？

受入可能人数について、各校で大幅に異なるのはなぜですか？

特別支援学級への就学を希望していますが、どのようにすればよいですか？

当選を辞退することはできますか？

補欠登録を辞退することはできますか？

どの学校を選択してもよいですか？

就学手続に関すること

就学通知書を失くしてしまいましたが、どうすればよいですか？

特別支援学校への入学が決定した場合、届出が必要ですか？

繰上期限（２月16日）までに入学説明会があります。通学区域の学校か補欠登録している通学区域外の
学校の入学説明会どちらに行けばよいですか？

その他

北区の学校選択制について、過去の結果を知りたいのですが。


